
サービス付き高齢者
向け住宅の罠



サービス付き高齢者向け住宅とは︖

◦ 居室面積25㎡以上を原則とする。（18㎡以上とするには食堂でその差分を賄う必要がある）
◦ バリアフリー構造
◦ 居室内に原則的に洗面・トイレ・台所などなど。

◦ その名のとおり『サービス』がついている。

◦ サービスとは『安否確認』『生活相談』が必須。『食事』『生活援助』が任意。

◦ 契約に制限条項がついている。（⻑期⼊院による退去条項はダメ等）

◦ ⼊居要件は60歳以上または60歳未満で要支援・要介護

根拠法は『⾼齢者の居住の安定確保に関する法律』であり、『⾼齢者が日常生活を
営むために必要な福祉サービスの提供を受けることができる良好な居住環境を備え
た⾼齢者向けの賃貸住宅等』のことを指す。そして、一定のスペックを備えたもの
を『登録』させることで質を担保している。



有料⽼⼈ホームとの違いは︖
運営にとって最も影響が大きい要素は、居室面積である。サ⾼住は25㎡が原則。
これを18㎡以上にするためには共有部分で補う必要がある。
例えば18㎡の場合、25㎡－18㎡＝7㎡×定員数分の面積を食堂等の広さに加える。
定員30名の場合、210㎡近くも食堂の面積に加える必要があるということ。
つまり、事は居室だけの問題ではなく建物自体の大きさに関わってくるのである。

有料 サ⾼住＜



サ高住の数は増えてるの︖
増えてます。でも弓なりになっていて減少傾向。

※国⼟交通省のデータ



スペックが必要なのに増えてるのはなぜ︖
補助⾦があるから。節税対策もあるかも。外聞もあるかも。
しかし、建築費用を考えると、補助⾦があっても割に合わない。

※国⼟交通省のデータ



最近倒産件数が増えてる︖
2017年に⼀度公表されているらしいが、国⼟交通省に問い合わせたところ、廃業等の
データは「存在」するが「公表」していないらしい。正確には地方公共団体向けにデータ
を公表しているらしいので、そのデータをNHKなど⼀部に流したのだと思われる。

それらの記事を散⾒する限り、2017年の時点では廃業件数は260件/累計とのこと。

倒産件数自体の公表はないものの、
左記の国⼟交通省データからすれば、
4ｐのデータより平成29年は6877件なので、
その1.29％が登録抹消したと考えると、
年間88件程度（⼩数点以下切り捨て）
ということがわかる。
同じように登録件数とパーセントを乗じ、
各年度ごとの抹消登録件数を計算してみた。
※登録件数・抹消件数は追記した。
平成25年は55件だったのが平成29年は88件。
やはり右肩あがりである。

4205 5160 5885 6463 6887登録件数

55 65 70 73 88



建築費⽤はどのくらい違う︖
サ⾼住は25㎡以上、有料は13㎡以上が居室面積の基準である。
その差は12㎡なので、
20名定員……20名×12㎡＝240㎡≒ 73坪。坪単価50万円でも3,650万円。
30名定員……30名×12㎡＝360㎡≒109坪。坪単価50万円でも5,450万円。
40名定員……40名×12㎡＝480㎡≒145坪。坪単価50万円でも7,250万円。

このように、大きくなればなるほど開きが出てくると思われる。

※厳密には全体の建物のバランスから、それ以外の部分も
大きくなると考えたほうがいい。上記の数値は最低値の開きのことを指す。

これに対して、20名定員であれば、補助⾦は90×20=1800万円。
しかし、この補助⾦はオーナーへの補助⾦であり、サブリース形式の場合、
運営会社がオーナーに支払う家賃に変動があるかというとそうでもない。

⾏政 補助⾦
オーナー 運営者補助⾦もらったから家賃を安くとはならない。



運営者の家賃が高いと
当然、利⽤者からの家賃で支払うしかないので、利⽤者の家賃が⾼くなる。

オーナー 運営者
主に建築費⽤から算出される。
建物が大きい➡建築費⽤が⾼い
➡返済年数が⻑くなる

家賃 家賃

釣り合うように設定することが多い

つまり

サ⾼住は毎月の家賃という固定費が⾼くなる



⼊居スピードが低下する
サ⾼住はオーナーへの家賃の引き当てとして利用者の家賃が設定されることが多く、
建物が大きくオーナーへの家賃が⾼いことから、利用者の家賃も⾼い。
利用者の家賃が⾼いと、⽉額利用料が15万円前後は確実にかかるため、アンダークラスでは
なかなか手が出ない物件となる。したがって入居スピードが低下する。

左記の国⼟交通省データからすれば、
2年目からは入居が安定するとのこと
だが、よく考えてみれば、2年目でも
せいぜい80％程度しか入居されず、4
年かけても満室にはならないといえる。

つまり、事業が安定するまで2年間
耐え忍ぶというのがサ⾼住の在り方。



売上が上がらない
サ⾼住は要介護が⾼くても問題ない。昔はサ⾼住＝軽度という印象があったため、要介
護度が低い方が入居し、思ったように介護報酬がとれなかった。今ではその印象は薄ら
いできたといえるが、しかしそうなると競合（ライバル）が増えたということになる。
そのライバルとは要介護度3以上で入居可能な特養と、全領域をカバーしうる有料⽼⼈
ホームである。前⾴までに述べたように有料⽼⼈ホームは⽐較的安価な料⾦も設定可能
であるし、特養はなおのこと低価格である。したがって、これらのライバル企業に要介
護度が⾼い方をとられてしまい、売上が上がらない。
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サービスは中⾝なので有料だろうが完璧なサービスはあり得る。
建物が⽴派であっても介護が×なところはありうる。

現状では特養どころか有料⽼⼈ホームにすら負けてしまう場合も。
つまり、狭くても安価で安⼼できるなら有料⽼⼈ホームという⼈が多いのが現状。



サ高住は罠である
めまぐるしく変わる介護業界において、⻑期間家賃という名の拘束があり、かつアン
ダークラスが増え続ける現状において、サ⾼住の運営に参入することは、罠といわざる
を得ません。しかも建物は建ててしまったらもうどうしようもなく、最初から足かせが
何重にもかせられた状態といえます。

最初から傾いている。
建てるところから間違い
のルートを進んでいる。



では、どうすればよいか。
原因は建築費用が⾼いことにありました。だとすれば、建築費用が安価であればよいの
です。そうするためには、居室面積の縛りが13㎡の有料⽼⼈ホームが良いということに
なります。また、13㎡の縛りすら突破する方法が実はあるのです。

⾏政の「壁」を突破する
ことで、ずっしりとした
事業計画を策定可能にな
る。


